
議
員
報
酬
に
関
す
る
条
例

の
廃
止
を
審
議
・
採
決

議
員
報
酬
に
関
す
る
条
例

の
廃
止
を
審
議
・
採
決

と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
請

求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
地

方
公
共
団
体
の
長
は
、
直

ち
に
請
求
の
要
旨
を
公
表

し
、
請
求
を
受
理
し
た
日

か
ら
二
十
日
以
内
に
議
会

を
招
集
し
、
意
見
を
つ
け

て
こ
れ
を
議
会
に
付
議
し
、

そ
の
結
果
を
請
求
代
表
者

に
通
知
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
あ
る
。

議
会
の
審
議
は
、
通
常

の
議
事
手
続
き
に
よ
り
、

過
半
数
の
議
決
に
よ
り
可

否
を
決
定
す
る
。
ま
た
、

付
議
さ
れ
た
事
件
の
審
議

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

請
求
代
表
者
に
意
見
を
述

べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

◎
条
例
と
は
、
地
方
公
共

団
体
が
そ
の
議
会
の
議
決

に
基
づ
き
、
所
管
事
項
に

つ
い
て
制
定
す
る
法
で
あ

り
、
香
美
市
の
「
法
律
」

と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
。

罰
則
規
定
を
伴
う
場
合
も

あ
る
。

題字・岡崎桜雲さん

2007年 5 月

臨時号

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
に
は
、
普
通
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
総
数
の

五
十
分
の
一
以
上
の
者
の

連
署
を
も
っ
て
、
そ
の
代

表
者
か
ら
、
普
通
地
方
公

共
団
体
の
長
に
対
し
、
条

例
の
制
定
又
は
改
廃
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
第
四
回
定
例
会
に
お
い
て
、
議
員
報
酬
の
改
定
に
関

し
「
香
美
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
」
が
一
部
改
正
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
対
し
、
平
成
十
九
年
三
月
二
日
に
有
効
署
名
総
数
千
七
百
二
十
一
人

の
署
名
簿
を
添
え
、
請
求
代
表
者
か
ら
市
長
に
当
条
例
の
改
廃
請
求
が
あ
っ
た
。
市

長
は
こ
れ
を
受
理
し
、
三
月
十
六
日
の
平
成
十
九
年
第
一
回
定
例
会
に
改
正
し
た
条

例
の
廃
止
を
提
案
し
た
。

※
条
例
の
制
定
及

び
改
廃
に
お
け
る

直
接
請
求
と
は
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請 求 代 表 者 の 請 求 書

議案書に添付された市長の意見書

高知県香美市条例の一部を改正する条例を廃止する条例請求書

香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を廃止する条例

香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（平成18年香美
市条例第50号）は、廃止する。

一　請求の要旨
財政基盤の弱い本市は、税の負担増で市民生活は大変です。市長自らも一般財源の減少が
心配されている折から、昨年12月の第4回定例議会で引き上げを可決した市議会議員に対する
報酬額を、今回は遠慮され引き上げ前の報酬額にするように求めるものです。

二　請求代表者
高知県香美市土佐山田町楠目　　本田晴義　印

右地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の一部を改正する条例を廃止する条例を請求致
します。

平成19年3月2日

高知県香美市長　 殿

意
　
見
　
書

平
成
十
九
年
三
月
二
日
、
地
方
自

治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
有
効
署
名
千
七
百
二
十
一
人

の
連
署
を
も
っ
て
、
昨
年
十
二
月
議

会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
「
香
美
市
特

別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
を
廃
止
す

る
請
求
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
と

お
り
意
見
を
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
廃
止
を
請
求
さ
れ
て
い
ま
す

香
美
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
は
、

議
会
議
員
の
報
酬
に
つ
い
て
、
先
の

合
併
協
議
会
の
調
整
方
針
の
中
で
、

「
議
会
議
員
の
報
酬
額
は
、
現
行
報

酬
額
及
び
同
規
模
の
自
治
体
の
例
を

も
と
に
調
整
す
る
」
と
な
っ
て
お
り
、

合
併
に
よ
り
五
三
八

と
広
大
に
な

っ
た
行
政
区
域
で
、
住
民
の
声
が
市

政
に
届
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
中

山
間
地
域
が
一
層
さ
び
れ
る
の
で
は

な
い
か
な
ど
の
不
安
感
か
ら
、
平
成

十
八
年
九
月
二
十
三
日
ま
で
三
十
八

名
の
議
員
数
の
在
任
特
例
の
対
策
を

と
り
、
在
任
特
例
満
了
後
は
二
十
五

名
と
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
、

県
内
の
類
似
団
体
の
報
酬
額
と
比
較

す
る
と
著
し
く
低
い
額
と
な
っ
て
お

り
、
合
併
前
の
暫
定
報
酬
等
審
議
会

に
お
い
て
在
任
特
例
後
の
額
に
つ
い

て
は
「
新
市
が
発
足
し
て
か
ら
検
討

す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
昨
年
十
一
月
二
十
二
日
に

香
美
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
を
開

催
し
、
特
別
職
の
報
酬
等
改
定
の
適

否
に
つ
い
て
の
諮
問
を
行
い
、
同
月

二
十
四
日
に
答
申
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
市
長
、
助
役
、
収

入
役
及
び
教
育
長
の
給
料
額
は
、
合

併
前
の
暫
定
報
酬
等
審
議
会
に
お
い

て
十
分
審
議
さ
れ
妥
当
な
額
で
決
定

さ
れ
て
お
り
、
改
定
の
必
要
は
な
く
、

一
方
、
議
会
議
員
の
報
酬
額
改
定
の

適
否
に
つ
い
て
、
上
げ
る
こ
と
に
つ

い
て
全
員
一
致
と
な
り
ま
し
た
。
次

に
改
定
額
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
ご
と
に

検
討
す
る
こ
と
に
な
り
、
県
内
の
九

市
を
参
考
と
し
、
そ
の
中
で
も
人
口

の
類
似
し
て
い
る
香
南
市
、
土
佐
市

及
び
須
崎
市
の
状
況
を
考
慮
す
る
と

共
に
、
社
会
情
勢
や
財
政
事
情
の
極

め
て
厳
し
い
本
市
の
事
情
も
考
え
慎

重
に
決
定
さ
れ
、
そ
の
施
行
期
日
は
、

平
成
十
九
年
四
月
一
日
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
議
員
定
数

は
、
県
下
の
他
市
の
数
と
比
べ
る
と

多
す
ぎ
る
と
の
意
見
が
多
数
あ
り
ま

し
た
。

こ
の
答
申
を
基
に
検
討
し
た
結
果
、

こ
の
答
申
を
尊
重
し
、
昨
年
十
二
月

の
議
会
に
お
い
て
改
正
条
例
を
提
案

し
、
同
月
十
九
日
に
可
決
さ
れ
、
同

月
二
十
一
日
に
公
布
し
ま
し
た
。

地
方
分
権
が
進
む
中
、
執
行
部
の

チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
合
併
に
よ

り
広
大
に
な
っ
た
行
政
区
域
で
地
域

住
民
の
ニ
ー
ズ
を
市
政
に
反
映
さ
せ

る
な
ど
、
今
後
一
層
議
会
議
員
の
重

要
性
が
増
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

ま
た
、
将
来
に
わ
た
っ
て
若
い
有
能

な
方
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
頂
き
、
市

政
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
で
頂
く

為
に
も
生
活
の
基
盤
と
な
る
一
定
の

収
入
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
在
任
特

例
満
了
後
、
議
員
定
数
が
二
十
五
名

と
な
り
、
さ
ら
に
住
民
の
声
が
遠
く

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
や
、

議
員
に
対
す
る
期
待
感
は
大
き
い
も

の
が
あ
り
、
ま
た
、
香
美
市
の
発
展

に
は
一
部
の
地
域
だ
け
の
活
動
で
な

く
、
市
全
体
の
活
動
が
求
め
ら
れ
、

こ
の
広
い
エ
リ
ア
を
十
分
に
活
動
で

き
る
条
件
を
整
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
な
お
、
合
併
後
の
在
任
特
例

後
三
十
八
名
の
報
酬
等
の
総
額
は
、

一
億
二
千
七
百
十
万
五
千
三
百
四
十

五
円
で
、
条
例
改
正
後
二
十
五
名
の

報
酬
等
の
総
額
は
、
一
億
一
千
六
百

九
十
一
万
二
千
百
八
十
八
円
と
な
り
、

合
併
に
よ
り
経
費
削
減
額
は
、
年
間

一
千
十
九
万
三
千
百
五
十
七
円
と
な

り
ま
す
。

今
回
の
住
民
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
有

効
署
名
千
七
百
二
十
一
人
の
ご
意
見

は
真
摯
に
受
け
止
め
さ
せ
て
頂
き
ま

す
が
、
以
上
の
よ
う
に
慎
重
な
検
討

を
踏
ま
え
た
結
果
に
よ
る
改
正
条
例

で
あ
り
、
条
例
制
定
の
手
続
き
に
お

い
て
も
適
法
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の

で
、
現
在
の
時
点
で
は
、
こ
れ
を
廃

止
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

な
お
、
条
例
廃
止
請
求
に
よ
り
付
議

す
る
本
件
「
香
美
市
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
」
案
は
、

条
文
形
式
が
整
わ
な
い
部
分
が
あ
る

こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
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市長の提案理由及び意見、また、請求代表者の意見を聞いた後、質

疑応答、さらに７名の議員がそれぞれ、賛成、反対の討論を行った。

その後、採決の結果、賛成５人反対１９人となり、賛成少数にて議

案第４８号は否決された。

議
案
第
四
十
八
号
に
つ

い
て
、
議
会
の
意
思
決
定

と
議
員
の
関
係
お
よ
び
、

職
責
の
観
点
か
ら
反
対
討

論
を
行
う
。

ま
ず
、
議
会
の
意
思
決

定
と
議
員
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
議
会
は
住
民
の
信

託
を
受
け
て
住
民
の
意
思

を
代
表
し
、
地
方
公
共
団

体
の
運
営
に
あ
た
る
代
表

機
関
で
あ
る
。
ま
た
、
議

会
の
意
思
と
議
員
の
意
思

の
関
係
は
、
多
数
決
原
理

が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

個
々
の
議
員
の
意
思
が
直

ち
に
議
会
の
意
思
と
な
る

も
の
で
は
な
く
、
個
々
の

議
員
は
単
に
議
会
意
思
決

定
の
た
め
の
表
決
に
参
画

し
、
賛
否
を
表
す
る
に
と

ど
ま
る
。
そ
の
結
果
が
多

数
と
な
っ
た
も
の
が
、
議

会
の
意
思
決
定
と
な
る
。

従
っ
て
、
原
則
と
し
て

個
々
の
議
員
の
意
思
が
何

で
あ
っ
た
か
は
問
題
と
さ

れ
な
い
。

ま
た
、
議
会
の
権
限
と

し
て
大
別
す
る
と
、
議
決

権
、
選
挙
権
、
調
査
権
、

承
認
権
、
同
意
権
等
が
あ

る
が
、
実
質
的
に
議
会
の

権
限
は
議
決
権
を
中
心
に

構
成
さ
れ
、
そ
の
他
の
権

限
も
重
要
で
あ
る
が
大
部

分
は
議
決
権
に
付
随
し
て

認
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
議
決
権
行

使
に
際
し
て
大
事
な
こ
と

は
、
そ
の
提
出
案
件
が
行

政
運
営
に
お
い
て
、
総
合

的
見
地
か
ら
適
切
妥
当
で

あ
る
か
、
法
的
根
拠
に
基

づ
く
も
の
か
、
住
民
福
祉

向
上
に
資
す
る
も
の
か
等

が
尺
度
と
な
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

今
回
の
提
出
議
案
を
考
察

す
る
と
き
、
先
の
議
案
議

決
の
適
正
が
問
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
先
の
議
決

は
適
切
妥
当
な
議
決
と
い

え
る
。
そ
の
判
断
根
拠
と

な
る
の
が
、
合
併
協
定
書

調
印
の
前
段
に
あ
る
合
併

協
議
会
で
あ
り
、
市
長
の

諮
問
機
関
で
あ
る
特
別
職

報
酬
等
審
議
会
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
協
議
会
・
審

議
会
は
、
と
も
に
住
民
代

表
も
参
画
し
協
議
審
議
が

な
さ
れ
て
い
る
。
議
決
に

際
し
て
の
判
断
基
準
の
大

部
分
は
、
そ
の
結
果
の
尊

重
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
議
案
を
否
決
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
協
議
会
・
審

議
会
を
否
定
す
る
こ
と
に

な
り
、
ひ
い
て
は
住
民
代

表
の
意
見
を
無
視
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。

次
に
、
議
員
の
職
責
で

あ
る
が
、
議
員
は
住
民
代

表
と
し
て
行
政
の
運
営
や

手
法
に
つ
い
て
の
チ
ェ
ッ

ク
機
能
と
し
て
、
ま
た
議

会
活
動
を
通
じ
て
行
政
の

動
向
を
正
確
に
事
実
に
基

づ
い
て
提
供
す
る
と
と
も

に
住
民
の
声
を
行
政
に
反

映
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
こ
の
点
で
大
事
な
こ

と
は
、
情
報
を
提
供
す
る

場
合
、
事
実
通
り
に
提
供

す
る
こ
と
で
あ
る
。
不
明

瞭
な
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
で
、
時
と
し
て
住
民
の

不
安
や
不
満
を
掻
き
立
て

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。事

例
と
し
て
今
回
の
提

出
議
案
に
関
し
報
酬
額
に

つ
い
て
挙
げ
る
と
、
予
算

は
通
常
の
場
合
、
年
間
ベ

ー
ス
で
構
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
成

十
八
年
度
の
報
酬
年
額
は

議
員
数
三
十
八
名
で
約
一

億
二
千
七
百
十
万
円
、
そ

し
て
、
昨
年
十
二
月
定
例

会
の
条
例
改
正
に
よ
る
本

年
四
月
以
降
、
つ
ま
り
平

成
十
九
年
度
議
員
報
酬
予

算
額
は
、
一
億
一
千
六
百

九
十
一
万
円
と
な
り
、
そ

の
差
額
は
約
一
千
十
九
万

円
の
減
額
と
な
る
。
こ
れ

は
あ
る
意
味
、
合
併
効
果

が
出
て
き
た
と
言
え
な
く

も
な
い
。
更
に
次
回
選
挙

か
ら
は
、
議
員
定
数
が
二

十
二
名
と
な
り
、
こ
の
状

態
で
推
移
す
れ
ば
、
そ
の

報
酬
額
減
額
も
一
千
三
百

五
十
五
万
円
と
試
算
さ
れ

る
。ま

た
、
財
政
難
に
つ
い

反
対
討
論

竹
平
豊
久
　
議
員



活
動
に
関
連
し
た
事
項
の

調
査
・
研
究
、
住
民
へ
の

議
会
報
告
、
住
民
要
求
や

住
民
意
思
の
把
握
の
た
め

の
活
動
等
を
行
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
に
伴
う
財
政
的
保
障
は

必
要
と
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
を
決

め
る
場
合
に
重
要
な
こ
と

は
「
同
規
模
自
治
体
や
近

隣
自
治
体
の
歳
費
」
と
単

純
比
較
し
て
決
め
る
の
で

は
な
く
、
本
市
の
財
政
力

を
考
慮
し
た
上
で
決
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
の
財
政
力
に
応
じ
て

算
出
し
た
金
額
で
、
議
員

の
活
動
が
保
障
さ
れ
る
か

と
い
う
こ
と
や
、
議
員
の

拘
束
時
間
と
の
整
合
性
が

あ
る
か
、
専
門
職
と
し
て

徹
す
る
べ
き
で
は
な
い
か

等
も
含
め
議
論
を
重
ね
、

さ
ら
に
、
市
民
の
み
な
さ

ん
が
納
得
の
ゆ
く
妥
当
な

金
額
で
あ
る
か
、
合
わ
せ

て
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
。

本
市
は
、
財
政
難
を
理

由
に
合
併
を
し
た
ば
か
り

で
あ
り
、
合
併
を
し
た
大

き
な
理
由
は
「
財
政
難
で

や
っ
て
い
け
な
い
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
れ

か
ら
「
わ
ず
か
一
年
」
財

政
の
健
全
化
は
、
ま
だ
ま

だ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
の
住
民
の

暮
ら
し
は
「
定
率
減
税
の

半
減
、
住
民
税
の
増
税
、

介
護
保
険
料
引
き
上
げ
、

障
害
者
や
医
療
へ
の
負
担

増
」
等
の
影
響
で
、
大
変

厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
下
、
住
民

の
暮
ら
し
と
相
反
し
て
、

議
員
歳
費
引
き
上
げ
を
行

う
こ
と
は
、
住
民
に
理
解

が
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。私

た
ち
議
員
は
「
住
民

の
代
表
」
と
し
て
、
住
民

の
暮
ら
し
や
福
祉
向
上
を

優
先
し
て
考
え
る
べ
き
で

あ
り
、
自
分
達
の
報
酬
に

つ
い
て
は
「
住
民
と
の
合

意
形
成
」
の
も
と
で
進
め

る
べ
き
で
あ
る
。

に
築
き
上
げ
て
い
こ
う
と

す
る
中
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
を
唱
え
る
の
で
は
な

く
、
将
来
の
可
能
性
、
本

市
の
も
つ
潜
在
力
を
引
き

出
す
政
策
提
言
を
行
う
こ

と
が
議
会
と
議
員
の
役
割

で
あ
り
、
職
責
で
あ
る
と

考
え
る
。

私
は
「
議
員
報
酬
（
歳

費
）
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ

ど
良
い
」
と
い
う
考
え
で

は
な
い
。

私
た
ち
議
員
は
、
市
民

の
負
託
に
応
え
、
議
員
と

し
て
の
職
責
を
全
う
し
て

い
く
た
め
に
、
本
会
議
を

は
じ
め
、
臨
時
議
会
・
各

種
委
員
会
・
視
察
・
研
修

等
の
議
会
活
動
や
、
議
会

4
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て
具
体
的
に
本
市
の
状
況

は
ど
の
程
度
に
あ
る
の
か

を
平
成
十
七
年
度
ベ
ー
ス

で
示
す
と
、
決
算
収
支
で

県
内
三
十
五
市
町
村
中
十

一
位
、
財
政
力
指
数
三
カ

年
平
均
で
十
位
、
経
常
収

支
比
率
で
十
七
位
、
公
債

費
負
担
比
率
で
十
二
位
、

実
質
公
債
比
率
三
カ
年
平

均
で
十
三
位
・
単
年
度
十

位
、
起
債
制
限
比
率
三
カ

年
平
均
で
十
三
位
・
単
年

度
十
四
位
、
地
方
債
高
比

率
九
位
、
積
立
金
現
在
高

比
率
十
七
位
の
内
容
で
あ

り
、
厳
し
い
中
で
も
頑
張

っ
て
い
る
と
受
け
止
め
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
中
で
、
議
会

の
意
思
決
定
と
議
員
の
関

係
お
よ
び
、
職
責
の
あ
り

方
と
し
て
見
え
て
く
る
の

が
機
関
決
定
の
重
要
性
、

民
主
主
義
の
ル
ー
ル
、
事

実
に
基
づ
く
情
報
の
提
供

等
で
あ
る
。

合
併
後
一
年
が
経
過
し
、

こ
れ
か
ら
香
美
市
グ
ラ
ン

ド
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
掲
げ

る
「
輝
き
、
や
す
ら
ぎ
、

に
ぎ
わ
い
」
を
市
民
と
共

議
員
報
酬
の
改
定
に
つ

い
て
は
、
議
案
に
添
付
さ

れ
て
い
る
市
長
の
意
見
書

に
あ
る
通
り
、
先
の
合
併

協
議
会
に
お
い
て
、「
議
員

の
報
酬
額
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
報
酬
額
及
び
、
同

規
模
の
自
治
体
の
例
を
も

と
に
調
整
す
る
」
と
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
報
酬
審

議
会
で
は
、
議
員
数
三
十

八
人
の
在
任
特
例
満
了
後

す
な
わ
ち
本
市
発
足
後
初

の
議
員
選
挙
に
よ
っ
て
、

議
員
数
が
二
十
五
人
に
な

っ
て
か
ら
の
報
酬
額
は
、

「
新
市
が
発
足
し
て
か
ら
検

討
す
べ
き
で
あ
る
」
と
な

っ
て
い
る
。

合
併
後
一
年
を
経
過
し

た
本
市
の
行
政
は
、
先
の

合
併
協
議
会
の
取
り
決
め

を
基
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
合
併
前
の
旧
三

町
村
で
は
、
合
併
協
議
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
協
議
事
項
を
住

民
に
対
し
、
広
報
誌
（
合
併

協
議
会
だ
よ
り
）
で
周
知
を

図
り
、
さ
ら
に
各
地
域
で
説

明
会
を
実
施
し
、
住
民
に
直

に
合
併
協
議
会
で
の
協
議
事

項
や
取
り
決
め
を
説
明
し
、

理
解
を
求
め
、
そ
の
後
、
合

併
に
至
っ
た
経
緯
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
合
併
協
定
に
沿
っ

た
行
政
運
営
・
施
策
の
実
施

は
合
併
新
市
の
根
幹
で
あ

り
、
合
併
協
定
に
反
す
る
行

政
運
営
は
住
民
を
欺
く
行
為

と
考
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
昨
年
の

十
二
月
議
会
に
提
案
さ
れ
た

「
香
美
市
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に

つ
い
て
は
、
合
併
協
定
に
沿

っ
て
昨
年
九
月
に
実
施
さ
れ

た
議
員
選
挙
に
よ
り
、
議
員

が
三
十
八
人
か
ら
二
十
五
人

に
減
数
し
た
こ
と
か
ら
、
市

長
が
、
報
酬
等
審
議
会
に
対

し
、
議
員
報
酬
額
の
適
否
、

ま
た
、
改
定
を
適
当
と
す
る

賛
成
討
論

山
崎
晃
子
　
議
員

反
対
討
論

小
松
紀
夫
　
議
員



の
取
り
扱
い
を
決
め
る
議

会
運
営
委
員
会
の
席
で
私

は
「
こ
う
い
っ
た
場
合
は

住
民
の
皆
さ
ん
に
丁
寧
な

対
応
を
す
べ
き
、
陳
情
は

受
理
し
、
提
出
さ
れ
た
方

に
も
来
て
い
た
だ
い
て
、

意
見
も
聞
き
、
こ
ち
ら
も

十
分
に
説
明
を
」
と
主
張

し
た
が
、
多
数
決
の
八
対

一
で
否
決
、
陳
情
は
不
受

理
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
十
二
月
議
会
の

本
議
案
審
議
に
お
い
て
、

住
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を

十
分
伺
う
時
間
を
と
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
十
二

月
議
会
で
決
す
る
こ
と
は

時
期
尚
早
で
あ
る
と
継
続

審
議
を
求
め
る
旨
、
強
く

主
張
し
て
き
た
。

議
会
が
皆
さ
ん
か
ら
の

陳
情
を
不
受
理
に
し
た
こ

と
で
更
に
不
審
が
募
り
、

短
期
間
に
法
定
数
の
約
三

倍
の
直
接
請
求
の
署
名
が

集
ま
っ
た
も
の
と
と
ら
え

て
い
る
。

今
回
の
報
酬
額
の
引
き

上
げ
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の

市
民
の
皆
さ
ん
が
納
得
で

き
な
い
と
表
明
さ
れ
て
い

日
本
共
産
党
議
員
団
を

代
表
し
て
、
本
条
例
案
に

賛
成
の
立
場
で
討
論
を
行

う
。
昨
年
十
二
月
議
会
に

「
香
美
市
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及

び
、
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」
が
市
長
よ
り
提
案

さ
れ
た
。

新
聞
報
道
で
こ
れ
を
知

っ
た
市
民
の
方
々
か
ら
、

こ
の
時
期
に
議
員
報
酬
を

大
幅
に
引
き
上
げ
る
こ
と

へ
の
疑
問
や
、
怒
り
が
湧

き
起
こ
り
、
議
会
に
対
し

て
継
続
審
議
に
し
、「
一
度

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
直
し

て
も
ら
い
た
い
、
説
明
し

て
も
ら
い
た
い
」
旨
の
陳

情
書
も
複
数
の
団
体
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
陳
情

5
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場
合
は
そ
の
改
定
額
と
実

施
時
期
に
つ
い
て
諮
問
し
、

報
酬
等
審
議
会
の
決
定
事

項
を
答
申
と
し
て
受
け
、

答
申
を
尊
重
し
提
案
し
た

も
の
で
あ
り
、
合
併
協
議

会
の
取
り
決
め
を
遵
守
し

た
議
案
で
あ
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。
漏
れ
聞
い
た
と

こ
ろ
で
は
、「
市
民
に
何
ら

説
明
も
な
く
、
議
員
が
勝

手
に
自
分
た
ち
の
給
料
を

引
き
上
げ
た
」
な
ど
と
耳

に
し
た
が
、
説
明
責
任
を

は
た
す
こ
と
の
難
し
さ
を

痛
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
昨
年
の
十
二
月

議
会
に
提
案
さ
れ
た
報
酬

額
に
つ
い
て
は
、
報
酬
等

審
議
会
に
お
い
て
合
併
協

定
書
に
あ
る
「
同
規
模
自

治
体
の
例
を
も
と
に
調
整

す
る
」
こ
と
を
基
本
と
し
、

新
市
に
な
っ
て
議
員
活
動

が
広
域
と
な
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
本
市
の
財
政
状
況

を
考
慮
し
た
上
で
の
報
酬

額
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考

え
賛
成
し
た
。
具
体
的
に

言
え
ば
、
同
規
模
自
治
体

と
し
て
例
に
あ
が
る
の
は

香
南
市
や
須
崎
市
あ
た
り

と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
香
南
市
・
須

崎
市
と
本
市
の
財
政
状
況

を
比
較
す
る
と
、
自
治
体

の
財
政
力
の
強
弱
を
示
す

指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る

財
政
力
指
数
は
、
本
市
が

香
南
市
に
次
い
で
県
内
市

町
村
の
う
ち
、
十
位
で
あ

り
、
七
位
の
須
崎
市
と
も

ど
も
似
通
っ
た
数
値
で
あ

る
。
ま
た
、
経
常
一
般
財

源
の
硬
直
度
を
示
し
、
財

政
構
造
の
良
否
を
判
断
す

る
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
経
常
収
支
比
率
は
、

本
市
が
十
七
位
、
香
南
市

が
二
十
五
位
、
須
崎
市
が

三
十
二
位
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
公
債
費
の
負
担
が
財

政
運
営
に
及
ぼ
す
影
響
を

知
る
指
標
で
あ
る
公
債
費

負
担
比
率
を
見
て
み
る
と
、

本
市
が
十
二
位
、
香
南
市

が
十
五
位
、
須
崎
市
が
二

十
八
位
で
あ
る
。
そ
の
他
、

各
種
指
標
を
比
較
検
討
し

て
も
、
同
等
も
し
く
は
若

干
良
い
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
観
点
か
ら
十
二
月
議
会

に
提
案
さ
れ
た
議
員
報
酬

額
は
、
本
市
よ
り
人
口
の

多
い
香
南
市
よ
り
は
低
く
、

須
崎
市
と
同
額
と
な
っ
て

お
り
、
妥
当
な
報
酬
額
と

考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
当
議
会
最
年
少

の
立
場
か
ら
言
う
と
、
三

十
代
、
四
十
代
の
子
育
て

世
代
の
者
が
、
議
員
の
職

責
を
果
た
す
た
め
の
調

査
・
研
究
や
多
方
面
・
広

範
囲
に
わ
た
る
議
員
活
動

を
行
い
、
そ
の
一
方
で
家

族
を
養
っ
て
い
く
た
め
に

は
、
現
在
の
議
員
報
酬
以

外
の
収
入
が
な
け
れ
ば
極

め
て
困
難
と
考
え
る
。

そ
う
な
る
と
、
志
の
あ

る
三
十
代
、
四
十
代
の
勤

労
世
帯
の
者
が
、
一
念
発

起
し
て
議
員
を
目
指
す
と

き
、
こ
の
議
員
報
酬
が
ネ

ッ
ク
と
な
り
断
念
せ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
か
と
危
惧
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
極
端
に
言

え
ば
、
現
在
の
議
員
報
酬

で
は
議
員
報
酬
以
外
の
収

入
が
あ
る
者
、
ま
た
、
現

役
を
退
い
た
世
代
の
者
に

議
員
が
限
定
さ
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

合
併
し
た
ば
か
り
の
本

市
は
、
正
に
こ
れ
か
ら
新

し
い
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

工
科
大
学
や
林
業
総
合
セ

ン
タ
ー
と
の
連
携
、
テ
ク

ノ
パ
ー
ク
へ
の
企
業
誘
致
、

ア
ン
パ
ン
マ
ン
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
や
龍
河
洞
等
の
豊
富

な
観
光
資
源
や
、
山
林
・

水
資
源
等
の
将
来
活
用
可

能
な
資
源
を
ど
の
よ
う
に

生
か
し
て
い
く
の
か
、
市

政
発
展
の
た
め
に
、
執
行

部
と
同
様
に
議
会
に
も
そ

の
責
務
が
強
く
求
め
ら
れ

て
い
る
。

課
題
山
積
の
今
こ
そ
、

幅
広
い
世
代
か
ら
議
員
活

動
に
専
念
で
き
る
人
材
を

確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と

考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
直

接
請
求
の
署
名
を
さ
れ
た

皆
さ
ん
か
ら
は
、
批
判
を

受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

香
美
市
議
会
の
将
来
の
更

な
る
充
実
、
そ
し
て
本
市

の
将
来
の
発
展
の
た
め
に

も
議
員
報
酬
の
改
定
は
必

要
と
考
え
る
。

賛
成
討
論

大
岸
真
弓
　
議
員



る
の
で
あ
る
か
ら
、
住
民

の
意
思
決
定
機
関
で
あ
る

議
会
と
し
て
も
、
一
度
立

ち
止
ま
っ
て
、
説
明
責
任

を
果
た
し
、
住
民
の
皆
さ

ん
の
合
意
と
納
得
の
上
で

進
め
て
い
く
べ
き
だ
。

ま
た
議
員
報
酬
の
引
き

上
げ
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の

皆
さ
ん
に
反
対
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
は
議
員
と
し

て
寂
し
い
思
い
も
あ
る
が
、

そ
れ
が
議
員
に
対
す
る
大

方
の
評
価
と
し
て
率
直
に

受
け
止
め
、
反
省
し
、
こ

れ
を
機
会
に
議
員
活
動
の

あ
り
方
、
議
会
の
姿
勢
を

見
直
し
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
情
報
公
開
も

今
ま
で
以
上
に
積
極
的
に

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

市
長
の
意
見
書
の
中
で

報
酬
額
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
て
い
る
が
、
三
十
八
名

で
計
算
し
た
場
合
と
二
十

五
名
で
計
算
し
た
場
合
を

比
較
し
て
年
間
約
一
千
万

円
の
削
減
と
し
て
い
る
が
、

二
十
五
名
の
定
数
が
決
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

二
十
五
名
に
引
き
上
げ
ら

れ
た
報
酬
額
を
か
け
て
比

い
。
以
上
、
述
べ
て
賛
成

の
討
論
と
す
る
。

今
回
の
合
併
後
の
議
員

報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、

合
併
協
議
会
の
調
整
方
針

の
中
で
「
議
会
議
員
の
報

酬
は
、
在
任
特
例
期
間
中

は
土
佐
山
田
町
に
準
じ
る
。

特
例
期
間
終
了
後
は
、
議

員
数
二
十
五
名
と
し
、
同

規
模
の
自
治
体
の
例
を
も

と
に
報
酬
を
調
整
す
る
」

と
な
っ
て
お
り
、
議
員
数

も
三
十
八
名
か
ら
二
十
五

名
に
削
減
し
た
。

本
来
、
合
併
当
初
に
改

選
後
の
報
酬
を
決
め
て
、

適
応
す
る
方
法
が
望
ま
し

か
っ
た
と
思
う
。

日
本
共
産
党
、「
く
ら
し

と
福
祉
を
守
る
会
」
の
議
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較
検
討
す
る
の
は
当
然
で

あ
る
。

そ
し
て
「
財
政
難
と
い

っ
て
合
併
し
た
の
に
一
番

先
に
す
る
仕
事
が
議
員
報

酬
を
引
き
上
げ
る
こ
と
？
」

「
議
員
は
そ
の
た
め
に
合
併

を
推
進
し
た
が
？
」
と
い

う
厳
し
い
声
も
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。
合
併
協
議
の
中

で
十
分
説
明
を
し
た
で
は

な
い
か
、
合
併
協
議
の
中

で
決
め
ら
れ
て
い
る
と
の

説
明
も
あ
っ
た
が
、
こ
う

い
う
直
接
請
求
が
あ
る
と

い
う
こ
と
自
体
が
十
分
に

皆
さ
ん
に
周
知
を
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

合
併
に
関
し
て
言
え
ば
、

住
民
説
明
会
に
お
い
て
も

正
確
な
説
明
は
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
一
度
破
綻
し
た

も
の
が
、
い
つ
の
間
に
か

訳
の
分
か
ら
な
い
内
に
合

併
に
な
っ
た
と
い
う
の
が

真
実
だ
。

本
市
の
こ
れ
か
ら
の
街

づ
く
り
に
必
要
な
の
は
な

に
よ
り
住
民
の
皆
さ
ん
と

の
信
頼
関
係
だ
。
そ
れ
を

こ
ん
な
形
で
損
な
う
こ
と

は
避
け
な
く
て
は
な
ら
な

員
団
の
チ
ラ
シ
に
よ
る
と
、

報
酬
を
改
定
す
る
こ
と
で

三
千
二
百
万
円
の
経
費
増

加
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、

在
任
特
例
期
間
の
三
十
八

名
の
議
員
報
酬
総
額
と
改

定
後
の
二
十
五
名
の
報
酬

総
額
を
比
較
す
る
と
、
年

間
約
一
千
十
九
万
円
の
経

費
削
減
と
な
り
合
併
に
よ

る
効
果
が
大
で
あ
る
。

合
併
に
よ
り
、
議
員
活

動
も
広
範
囲
に
な
り
、
責

務
も
今
ま
で
以
上
に
増
え

山
積
す
る
課
題
も
多
く
、

よ
り
勉
強
や
研
究
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
費

も
益
々
必
要
と
な
り
、
す

べ
て
自
費
で
賄
っ
て
い
る
。

現
状
の
議
員
報
酬
は
生

活
費
で
は
な
く
議
員
活
動

に
ほ
と
ん
ど
消
え
て
お
り
、

あ
る
一
定
の
年
齢
の
人
し

か
議
員
に
な
れ
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
本
市
が
子
育

て
し
や
す
い
街
と
し
て
繁

栄
す
る
為
に
も
、
子
育
て

世
代
の
若
い
人
が
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
き
る
く
ら
い
の
生

活
の
基
盤
と
な
る
一
定
の

報
酬
が
必
要
と
考
え
る
。

い
ろ
ん
な
年
代
の
方
が

議
員
と
な
り
、
活
発
な
議

論
が
出
て
く
る
こ
と
が
こ

の
街
の
発
展
に
繋
が
る
の

で
あ
る
。

本
市
に
は
、
発
展
要
素

が
多
く
秘
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
要
素
を
生
か
す
た
め

に
も
議
会
と
執
行
部
が
一

体
と
な
り
努
力
・
協
力
を

す
る
の
で
あ
る
。

財
政
難
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
本
市
に
お
い
て

は
順
当
な
財
政
運
営
を
行

っ
て
お
り
、
平
成
十
八
年

度
当
初
予
算
で
は
財
政
調

整
基
金
を
約
八
億
四
千
八

百
万
円
も
の
取
り
崩
し
を

見
込
ん
で
い
た
が
、
議
会

と
執
行
部
が
一
体
と
な
り

行
財
政
改
革
へ
の
努
力
と
、

地
方
交
付
税
が
予
定
よ
り

多
く
入
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

基
金
を
取
り
崩
さ
ず
に
済

ん
だ
。
第
二
の
夕
張
市
に

は
な
ら
な
い
。

こ
の
報
酬
の
改
定
に
つ

い
て
は
、
本
市
は
手
順
を

踏
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
合
併
に
あ
た
り
、
合

併
に
よ
る
住
民
の
不
安
感

を
少
し
で
も
緩
和
す
る
た

め
、
ま
た
、
三
町
村
の
融

和
を
第
一
に
考
え
、
在
任

特
例
を
使
い
三
十
八
名
の

議
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町

村
の
思
い
を
議
会
へ
反
映

し
て
き
た
。

そ
し
て
、
特
例
期
間
終

了
後
は
議
員
数
も
二
十
五

名
に
削
減
、
報
酬
を
上
げ

る
の
に
条
例
改
正
を
行
い
、

す
ぐ
そ
の
月
か
ら
上
げ
た

り
遡
っ
た
り
せ
ず
、
次
年

度
か
ら
と
手
順
を
踏
ん
で

い
る
。

合
併
協
定
で
は
、
特
例

期
間
終
了
後
に
議
員
定
数

の
見
直
し
と
報
酬
額
の
検

討
、
実
施
す
る
こ
と
が
合

併
協
定
の
趣
旨
で
あ
る
。

継
続
審
査
な
ど
に
よ
り
審

査
の
先
延
ば
し
や
、
い
た

ず
ら
に
時
間
を
浪
費
す
る

こ
と
は
合
併
協
定
の
規
定

の
趣
旨
か
ら
も
、
ま
た
、

本
市
行
政
運
営
か
ら
も
適

切
と
は
い
え
な
い
と
考
え

る
。よ

っ
て
、
私
は
「
議
案

第
四
十
八
号
」
に
は
、
反

対
の
態
度
を
表
明
し
て
討

論
を
終
わ
る
。

反
対
討
論

依
光
美
代
子
　
議
員
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議
案
第
四
十
八
号
、
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

に
反
対
の
立
場
か
ら
討
論

す
る
。
今
回
の
議
員
報
酬

に
関
し
、
多
く
の
意
見
を

耳
に
し
た
。
な
か
で
も

「
一
度
に
八
万
円
も
九
万
円

も
上
げ
る
の
は
お
か
し
い
、

納
得
が
い
か
ん
。
ま
た
財

政
難
な
の
に
三
千
二
百
万

円
も
歳
出
増
に
な
る
の
は

許
せ
ん
」
等
々
多
く
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。
合
併
か

ら
今
日
ま
で
の
過
程
を
知

ら
な
い
人
な
ら
、
誰
も
が

そ
の
よ
う
に
思
い
、
ま
た
、

署
名
も
す
る
。

私
の
手
に
リ
ン
ゴ
が
あ

る
と
仮
定
し
て
く
だ
さ
い
、

こ
の
リ
ン
ゴ
が
ど
ん
な
リ

ン
ゴ
か
説
明
し
た
い
と
思

う
。
一
部
分
だ
け
見
れ
ば
、

木
の
小
枝
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
人

は
リ
ン
ゴ
の
裏
側
を
見
て

へ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
思

い
、
食
べ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
即

ち
何
事
に
お
い
て
も
一
部

分
だ
け
で
は
正
確
な
判
断

は
で
き
な
い
。
当
初
、
三

十
八
名
の
議
員
で
総
額
一

億
二
千
七
百
十
万
円
を
必

要
と
し
た
。
現
在
は
二
十

五
名
で
八
千
四
百
四
十
四

万
円
で
あ
る
、
合
併
当
初

よ
り
四
千
二
百
六
十
六
万

円
削
減
が
で
き
て
い
る
。

今
回
の
報
酬
ア
ッ
プ
に
よ

り
削
減
額
は
一
千
十
九
万

円
と
な
る
が
、
議
会
の
議

決
に
よ
り
、
次
期
改
選
で

定
数
を
二
十
二
名
と
し
た

た
め
、
将
来
的
に
は
、
二

千
三
百
七
十
五
万
円
の
削

減
に
な
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

三
千
二
百
万
円
の
増
額
と

言
う
の
は
、
合
併
か
ら
今

日
ま
で
の
過
程
の
中
の
一

部
分
だ
け
取
り
上
げ
た
、

単
な
る
反
対
の
た
め
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。

議
員
が
三
十
八
名
か
ら

二
十
五
名
と
な
り
、
議
員

一
人
ひ
と
り
に
関
わ
る
負

担
は
増
大
し
、
責
任
も
重

く
な
っ
た
。
こ
の
状
況
下

で
現
在
の
報
酬
だ
け
で
議

員
活
動
が
十
分
に
で
き
る

の
か
、
今
の
報
酬
だ
け
で

十
分
や
っ
て
い
け
る
、
そ

う
思
う
議
員
は
手
を
挙
げ

て
ほ
し
い
。

私
が
、
皆
さ
ん
に
訴
え

た
い
こ
と
は
、
企
業
に
お

い
て
も
、
自
治
体
、
ま
た
、

ど
ん
な
団
体
に
お
い
て
も

発
展
か
否
か
は
、
す
べ
て

人
に
よ
り
決
ま
る
と
思
う

か
ら
で
あ
る
。

「
今
ま
で
と
は
変
わ
ら
ん

と
い
か
ん
」
と
は
、
東
国

原
知
事
の
言
葉
で
あ
る
が
、

生
活
の
保
障
が
可
能
と
な

れ
ば
、
議
会
活
動
に
専
念

で
き
る
若
手
の
人
材
が
必

ず
で
て
く
る
。
本
市
の
将

来
を
真
剣
に
考
え
る
な
ら
、

議
会
活
動
に
専
念
で
き
る

土
俵
作
り
が
必
要
で
あ
る
。

今
日
ま
で
の
よ
う
に
、

恵
ま
れ
、
あ
る
程
度
限
ら

れ
た
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、

大
き
く
選
択
肢
を
広
げ
、

優
秀
な
若
い
力
を
糾
合
す

る
た
め
に
も
報
酬
ア
ッ
プ

は
必
要
で
あ
る
と
断
言
し
、

本
案
に
反
対
の
立
場
の
討

論
と
す
る
。

香
美
市
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
、
反
対
の

立
場
で
討
論
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
日
、

市
民
の
方
の
直
接
請
求
に

よ
っ
て
、
香
美
市
特
別
職

の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
廃
止
す
る

条
例
が
市
長
か
ら
提
案
付

議
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

合
併
協
定
書
に
議
会
議
員

の
定
数
及
び
任
期
の
取
り

扱
い
に
関
す
る
こ
と
と
し

て
一
、
新
市
の
議
会
議
員

の
定
数
は
二
十
五
人
と
す

る
。二

、
三
町
村
の
議
会
議

員
は
、
市
町
村
の
合
併
の

特
例
に
関
す
る
法
律
第
七

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

を
適
用
し
、
合
併
後
、
平

成
十
八
年
九
月
二
十
三
日

ま
で
引
き
続
き
新
市
の
議

員
と
し
て
在
任
す
る
。

三
、
議
会
議
員
の
報
酬

の
額
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
報
酬
額
及
び
同
規
模
の

自
治
体
の
例
を
も
と
に
調

整
す
る
。
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
は
、
合

併
協
議
会
で
決
定
さ
れ
、

広
報
に
記
載
し
各
家
庭
に

配
布
さ
れ
て
い
る
。
旧
三

町
村
の
執
行
部
は
こ
れ
ら

の
内
容
を
踏
ま
え
新
し
い

ま
ち
づ
く
り
計
画
や
財
政

計
画
に
つ
い
て
、
地
区
説

明
会
を
開
催
、
住
民
の
意

見
も
聴
取
し
合
意
の
上
で
、

合
併
に
至
っ
た
と
認
識
し

て
い
る
。

三
月
八
日
、
高
知
新
聞

の
「
土
佐
あ
ち
こ
ち
」
で
、

市
民
不
在
と
の
タ
イ
ト
ル

で
有
志
は
こ
う
主
張
す
る

「
財
政
状
況
が
厳
し
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
市
民
に
十

分
な
説
明
も
な
い
ま
ま
増

額
し
た
の
は
ど
う
し
て
も

納
得
で
き
な
い
」
と
確
か

に
市
民
不
在
の
決
定
だ
と

思
う
と
の
記
事
が
見
ら
れ

た
。残

念
だ
と
思
う
の
は
、

記
事
に
す
る
前
に
議
会
側

の
意
見
も
聴
取
す
る
等
、

双
方
の
意
見
を
聞
い
て
ほ

し
か
っ
た
。

そ
し
て
、
市
民
の
方
に

は
、
合
併
協
議
会
が
作
成

し
配
布
し
た
広
報
に
目
を

通
し
て
い
た
だ
い
て
い
た

ら
、
説
明
会
に
参
加
し
て

い
た
だ
い
て
い
た
ら
、
こ

の
事
は
理
解
し
て
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、
今
回
の
直
接

請
求
に
よ
っ
て
、
多
く
の

反
対
討
論

織
田
秀
幸
　
議
員

反
対
討
論

門
脇
二
三
夫
　
議
員



（
編
集
発
行
）　
香
美
市
議
会
広
報
編
集
委
員
会

臨
時
号

事
務
局
・
香
美
市
役
所
　
議
会
事
務
局

〒
７８２
-８５０１

　
高
知
県
香
美
市
土
佐
山
田
町
宝
町
1ー
2－
1

TEL　０８８７－５３ー３１１１
FAX　０８８７－５３ー５９５８

E
-m
ail　

infoー
gikai＠

city.kam
i.kochi.jp

http://w
w
w
.city.kam

i.kochi.jp/

市
民
の
方
に
市
政
に
対
し

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い

た
こ
と
は
、
評
価
で
き
る
。

日
本
共
産
党
と
「
く
ら

し
と
福
祉
を
守
る
会
」
議

員
団
は
、
財
政
難
な
の
に

議
員
報
酬
は
大
幅
ア
ッ
プ
、

議
員
報
酬
大
幅
引
き
上
げ

は
許
せ
ま
せ
ん
と
し
て
、

三
千
二
百
万
円
の
歳
出
増

と
し
て
い
る
が
、
合
併
協

議
会
で
決
定
さ
れ
た
内
容

か
ら
す
れ
ば
比
較
す
る
基

礎
数
値
が
誤
っ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

比
較
す
る
と
す
れ
ば
、

在
任
特
例
期
間
の
議
員
定

数
三
十
八
名
と
議
員
報
酬

額
と
を
比
較
す
る
の
が
適

当
で
あ
る
。

三
十
八
名
の
議
員
報
酬

額
は
、
約
一
億
二
千
七
百

万
円
、
そ
し
て
、
報
酬
等

審
議
会
の
答
申
に
よ
る
報

酬
額
で
計
算
し
た
二
十
五

名
の
総
額
は
、
一
億
一
千

六
百
万
円
と
約
一
千
万
円

の
削
減
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
合
併
前
の
旧

香
北
町
・
物
部
村
で
は
、

平
成
十
七
年
四
月
、
五
月

に
執
行
さ
れ
た
選
挙
で
、

行
財
政
改
革
を
目
的
に
定

数
削
減
を
実
施
し
た
。
そ

の
額
は
、
香
北
町
六
名
減

で
、
約
一
千
七
百
万
円
、

物
部
村
四
名
減
で
、
約
一

千
百
万
円
で
あ
り
、
二
千

八
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
次
回
削
減
額

は
、
約
一
千
三
百
万
円
と

な
っ
て
、
合
併
申
請
後
の

見
込
み
額
を
含
め
た
総
削

減
額
は
約
五
千
二
百
万
円

と
な
る
。

ま
た
、
議
員
定
数
も
合

併
申
請
直
後
は
、
四
十
八

名
で
あ
っ
た
が
、
合
併
時

に
は
、
十
名
減
の
三
十
八

名
、
昨
年
九
月
の
選
挙
で

は
、
十
三
名
減
の
二
十
五

名
に
、
さ
ら
に
、
次
回
選

挙
で
は
三
名
減
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
議
員
定
数

は
半
分
と
な
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
市
の
面

積
は
五
三
八

と
高
知
県

の
七
・
八
％
に
及
ぶ
広
い

面
積
と
な
っ
た
。

当
然
、
私
た
ち
議
員
の

活
動
範
囲
も
広
が
っ
て
い

る
。
市
民
の
行
政
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
も
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に

伴
う
費
用
も
、
当
然
必
要

と
な
っ
て
い
る
。

報
酬
等
審
議
会
で
は
、

こ
れ
ら
の
条
件
も
加
味
す

る
と
と
も
に
、
私
た
ち
議

員
に
は
、
金
額
に
見
合
う

活
動
を
す
べ
き
だ
と
の
期

待
を
含
め
慎
重
に
審
議
し

た
結
果
の
答
申
だ
と
理
解

し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
を

ふ
ま
え
、
市
長
か
ら
本
議

会
に
提
案
さ
れ
た
議
案
第

四
十
八
号
に
反
対
す
る
も

の
で
あ
る
。

高知県内の市（高知市除く）の特別職及び議会議員報酬額一覧表高知県内の市（高知市除く）の特別職及び議会議員報酬額一覧表高知県内の市（高知市除く）の特別職及び議会議員報酬額一覧表
平成18年4月1日現在（議員数はH17.10.1現在）

市町村名
（住基人口）

室戸市
（18,510）

安芸市
（21,050）

香南市
（34,179）

南国市
（50,472）

土佐市
（30,168）

須崎市
（26,426）

四万十市
（37,783）

宿毛市
（24,070）

土佐清水市
（17,928）

香美市
（29,652）

市　長

717,000

770,000

770,000

772,000

787,000

738,000

882,000

799,000

750,000

770,000

助　役

629,000

655,000

660,000

648,000

672,000

651,000

735,000

693,000

660,000

640,000

収入役

581,000

600,000

610,000

600,000

624,000

604,000

657,000

627,000

600,000

605,000

教育長

581,000

600,000

610,000

600,000

624,000

604,000

657,000

627,000

600,000

605,000

議　長

330,000

385,000

390,000

460,000

410,000

356,000

421,000

420,000

390,000

303,000
（390,000）

副議長

290,000

335,000

350,000

420,000

370,000

304,000

358,000

355,000

330,000

231,000
（330,000）

常任委員長

280,000

325,000

310,000

400,000

355,000

294,000

343,000

340,000

310,000

215,000
（310,000）

議　員

270,000

315,000

290,000

390,000

345,000

285,000

333,000

330,000

300,000

207,000
（285,000）

議員数

18

20

26

22

20

20

36

18

18

25

注）香美市（　　）内金額は、平成19年4月より改定される報酬額


